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第
一
節　

地
理
的
・
歴
史
的
概
要

一　

地
理
的
概
要

　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
が
執
り
行
わ
れ
る
鹿
児
島
県
曽そ

於お

市し

大お
お

隅す
み

町ち
ょ
う

岩い
わ

川が
わ

は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
に
曽
於
郡
末す

え

吉よ
し

町ち
ょ
う・
財

た
か
ら

部べ

町ち
ょ
う・
大
隅
町
の
三
町
合

併
に
よ
り
曽
於
市
と
な
っ
た
も
の
で
、
合
併
前
は
、
人
口
約
一
・
三
五
万
人
の
一
自
治

体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
旧
大
隅
町
と
し
て
記
述
す
る
。

　

ま
ず
地
理
的
概
要
と
し
て
、
大
隅
町
は
曽
於
郡
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
、
大
隅
半
島

の
咽
喉
部
を
押
さ
え
る
位
置
に
あ
り
、
国こ

く

分ぶ

市
（
現
霧き

り

島し
ま

市
）、
志し

布ぶ

志し

町
（
現
志
布

志
市
）、
鹿か

の

屋や

市
、
宮
崎
県
都み

や
こ
の
じ
ょ
う城
市
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
に
当
た
る
。

　

範
囲
は
北
緯
三
一
度
四
〇
分
か
ら
三
一
度
三
一
分
、
東
経
一
三
〇
度
五
二
分
か
ら

東
経
一
三
〇
度
三
分
の
間
に
あ
り
、
北
は
福
山
町
（
現
霧
島
市
）、
末
吉
町
に
接
し
、

東
は
松
山
町
（
現
志
布
志
市
）、
南
は
有
明
町
（
現
志
布
志
市
）、
大
崎
町
、
西
は
輝

北
町
（
現
鹿
屋
市
）
に
接
し
て
い
る
。

　

面
積
は
、
一
四
五
・
五
八
平
方
㌔
㍍
と
郡
内
で
は
最
も
広
く
、
東
西
二
四
㌔
㍍
、
南

北
一
四
㌔
㍍
で
、
大
字
は
岩
川
（
旧
五
拾
町
）・
中な

か

之の

内う
ち

・
恒つ

ね

吉よ
し

（
旧
長な

が

江え

）・
坂
元
・

大
谷
・
須す

田だ

木き

・
月つ

き

野の

・
荒あ

ら

谷た
に

の
八
地
区
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。

　

地
形
は
、
総
体
的
に
は
西
北
か
ら
東
南
へ
傾
斜
し
て
お
り
、
西
北
の
高
地
に
端
を

発
す
る
菱
田
川
（
上
流
は
佳
例
川
）
と
岩
川
で
菱
田
川
に
合
流
す
る
前
川
、
月
野
で

菱
田
川
に
合
流
す
る
月
野
川
（
上
流
は
長
江
川
）
の
三
川
に
よ
っ
て
台
地
が
分
断
さ

れ
る
。
西
北
部
台
地
と
中
部
台
地
、
南
部
台
地
に
大
別
さ
れ
る
が
、
西
北
部
の
大
隅

北
地
区
（
坂
元
）
台
地
は
高
い
所
で
標
高
三
六
九
㍍
あ
り
、
東
南
へ
次
第
に
低
く
な

り
、
笠
木
台
地
で
約
一
八
〇
㍍
と
な
る
。
な
お
、
河
川
流
域
で
は
月
野
の
広
津
田
で

約
八
〇
㍍
と
な
る
。

　

年
間
の
平
均
気
温
は
約
十
六
度
で
、
比
較
的
過
ご
し
や
す
い
地
帯
で
あ
る
。
降
水

量
は
、
年
平
均
二
五
〇
〇
㍉
で
、
多
い
年
で
四
〇
〇
〇
㍉
を
超
す
年
も
あ
る
。

　

台
風
は
常
襲
地
帯
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
直
撃
を
受
け
る
確
率
は
そ
れ
ほ
ど
高
く

な
い
。
直
撃
さ
れ
て
も
内
陸
部
の
た
め
、
上
陸
時
点
の
勢
力
よ
り
相
当
相
殺
さ
れ
る

も
の
の
、
時
期
に
よ
っ
て
は
稲
や
園
芸
作
物
へ
の
被
害
は
免
れ
な
い
。
迫
谷
の
多
い

町
内
で
は
、
寧む

し

ろ
台
風
や
長
雨
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
水
害
に
よ
る
崩
壊
や
流
出

の
方
が
憂
慮
さ
れ
る
。
近
年
で
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
の
台
風
十
六
号
に
よ
る
、

江
戸
時
代
後
期
の
石
橋
「
恒
吉
太
鼓
橋
（
当
時
は
市
指
定
）」
や
大
正
期
の
石
橋
「
小

山
橋
」「
宮
田
橋
」
の
崩
落
等
の
文
化
財
被
害
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

町
内
の
地
層
は
位
置
に
よ
っ
て
若
干
の
差
は
あ
る
が
、
大
別
す
る
と
、
表
土
の
下

に
西
北
部
で
は
桜
島
の
文
明
噴
火
の
軽
石
層
が
あ
り
、
そ
の
下
に
黒
色
の
腐
植
土
層

が
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
に
縄
文
晩
期
や
弥
生
の
土
器
類
な
ど
が
出
土
す
る
。
そ
の

下
に
は
、
主
と
し
て
桜
島
の
噴
出
物
が
層
を
成
し
て
い
る
が
、
北
部
で
は
御
池
火

山
灰
の
薄
い
層
も
見
ら
れ
る
。
ア
カ
ホ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
層
は
鬼
界
カ
ル
デ
ラ
（
約

七
千
三
百
年
前
）
で
編
年
の
目
安
と
な
る
層
で
あ
る
。
そ
の
下
に
は
桜
島
噴
火
に
伴

う
層
が
幾
重
に
も
あ
り
、
桜
島
誕
生
頃
を
示
す
と
い
う
Ｐ
14
（
一
・
三
万
年
前
）
は
町

内
全
域
で
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
下
部
に
層
が
あ
り
、
シ
ラ
ス
層
に
達
す
る
。
シ
ラ
ス

層
は
、
姶
良
カ
ル
デ
ラ
（
約
二
・
九
万
年
前
）
が
出
来
た
時
の
噴
出
物
（
入
戸
火
砕
流

堆
積
物
）
で
厚
く
堆
積
し
て
い
る
。
シ
ラ
ス
層
の
下
に
砂
礫
や
凝
灰
岩
が
あ
る
が
、

こ
こ
ま
で
は
姶
良
カ
ル
デ
ラ
の
噴
出
物
で
あ
る
。
凝
灰
岩
は
半
溶
結
状
態
で
柔
ら
か

く
、
河
川
の
流
れ
に
よ
っ
て
削
ら
れ
る
か
ら
、
各
所
に
奇
岩
や
景
勝
地
が
生
ま
れ
る
。

月
野
川
の
大
鳥
峡
の
甌
穴
や
小
山
の
加
木
掛
（
カ
ン
カ
ケ
）
の
河
岸
の
浸
食
岩
な
ど

も
そ
の
類
で
あ
る
。
な
お
、
坂
元
の
前
川
流
域
で
は
、
シ
ラ
ス
層
の
下
に
日
南
層
群

が
あ
る
が
、
中
須
田
木
の
月
野
川
流
域
な
ど
に
も
そ
れ
は
見
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
地
勢
は
、
谷
に
水
田
が
台
地
に
畑
が
展
開
し
、
農
業
・
畜
産
業
へ
の

発
達
に
つ
な
が
り
、
古
来
、
馬
の
産
地
と
し
て
名
高
か
っ
た
当
町
は
、
現
在
は
肉
用

牛
や
豚
・
鶏
な
ど
の
供
給
基
地
と
し
て
、
ま
た
、
白
菜
や
ス
イ
カ
の
産
地
と
し
て
発

展
し
て
い
る
。

二　

歴
史
的
概
要

　

こ
こ
で
は
大
隅
町
の
大
字
岩
川
（
五
拾
町
）
及
び
中
之
内
を
中
心
に
掲
げ
る
。

旧
石
器
時
代
の
出
土
例
は
少
な
い
が
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
、
各
時
期
、
多
く
の
遺

跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
大
隅
町
岩
川
に
位
置
す
る
定
塚
遺
跡
で
あ
る
。
当
遺
跡
は
、
平

成
十
五
年
度
か
ら
同
十
七
年
度
に
か
け
て
、
東
九
州
自
動
車
道
（
曽
於
弥
五
郎
Ｉ
Ｃ

～
末
吉
財
部
Ｉ
Ｃ
）
の
建
設
に
伴
い
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
旧
石
器
時
代
の
石
器

群
や
縄
文
時
代
の
遺
構
・
遺
物
が
大
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
早
期
前

葉
の
集
落
跡
か
ら
は
、九
十
七
軒
の
竪
穴
住
居
状
遺
構
や
土
坑
、集
石
等
が
発
見
さ
れ
、

当
時
、
こ
の
地
域
に
極
め
て
安
定
し
た
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て

い
る
。
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
の
遺
跡
は
少
な
い
。
古
代
は
、
大
隅
町
岩
川
の
西
之

薗
遺
跡
や
大
隅
町
中
之
内
の
濱
田
遺
跡
や
ノ
ト
ロ
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
、
掘
立
柱
建
物

跡
と
さ
れ
る
遺
構
や
堀
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
ま
た
墨
書
土
器
や
焼
塩
土
器
も
出
土

し
て
い
る
。

　

鎌
倉
時
代
、大
隅
町
は
大
隅
国
の
深
川
院
・
小
河
院
や
日
向
国
の
救
仁
院
に
含
ま
れ
、

ほ
と
ん
ど
は
島
津
庄
に
属
し
て
い
た
。
惟
宗
忠
久
の
島
津
庄
入
国
以
降
は
、
島
津
氏

が
薩
隅
日
三
州
の
守
護
（
比
企
の
変
に
連
座
し
て
一
時
期
守
護
職
を
失
っ
て
い
る
が
）

を
代
々
務
め
て
い
る
。

　

大
隅
町
は
落
人
伝
説
の
多
い
所
で
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
武
将
平
景
清
の
墓
（
柳
井

谷
石
塔
群
）
と
さ
れ
る
墓
石
が
、
中
之
内
柳
井
谷
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
も
伝
説
で
、
実
際
は
、
地
元
の
豪
族
岩
川
氏
の
墓
石
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
岩

川
氏
は
、
元
々
は
平
姓
肥
後
氏
の
一
族
で
、
名
越
氏
（
北
条
朝
時
を
始
祖
）
の
被
官

で
あ
り
、
大
隅
国
に
お
い
て
地
頭
代
官
職
に
補
せ
ら
れ
下
向
し
、
地
元
の
地
名
岩
川

（
岩
河
）
を
名
乗
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
岩
川
氏
は
、
中
之
内
に
位
置
す
る
手
取

城
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
が
、
正
平
十
三
年
の
末
吉
国
合
原
の
戦
い
で
、
島
津
氏

久
は
人
吉
相
良
氏
に
大
敗
す
る
が
、
こ
の
際
、
岩
川
氏
は
島
津
氏
に
味
方
し
な
か
っ

た
と
し
て
氏
久
に
攻
め
ら
れ
、
佐
多
経
由
で
種
子
島
に
渡
り
、
更
に
屋
久
島
に
も
逃

げ
移
っ
て
い
る
。

　

な
お
、正
平
十
一
年（
一
三
五
六
）の
足
利
義
詮
安
堵
下
文（
島
津
家
文
書
）の
中
に
、

岩
河
村
の
名
が
見
え
る
の
が
、
現
時
点
で
の
初
見
と
さ
れ
る
。
な
お
、
岩
川
の
地
名

の
由
来
は
、
岩
を
削
っ
て
流
れ
る
河
川
の
状
況
か
ら
の
命
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

室
町
時
代
は
、
大
隅
町
内
も
戦
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
高
山
の
肝
付
氏
・
都
城

の
北
郷
氏
・
志
布
志
の
新
納
氏
な
ど
の
諸
勢
力
が
入
り
乱
れ
て
い
る
。
大
隅
町
内
だ

け
で
も
、
恒
吉
城
・
手
取
城
・
岩
川
城
・
新
城
・
月
野
城
の
他
、
戦
記
等
に
記
さ
れ

て
い
な
い
城
や
砦
を
含
め
る
と
、
五
十
前
後
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
頃
、
岩
川
は
末
吉
郷
に
属
し
、
中
之
内
村
・
五
拾
町
村
・
岩
﨑
村
を
総
称
し

て
岩
川
と
い
っ
た
。
ま
た
当
時
、
末
吉
郷
岩
﨑
村
に
鎮
座
し
て
い
た
岩
川
（
岩
河
）

八
幡
神
社
に
は
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
の
棟
札
が
あ
っ
た
と
記
録
に
あ
る
が
現

存
し
て
い
な
い
。

　

戦
国
末
期
に
な
る
と
、
島
津
氏
の
重
臣
伊
集
院
氏
が
都
城
周
辺
を
所
領
と
し
、
大

隅
町
も
伊
集
院
氏
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
三
月
、

伊
集
院
幸
侃
（
忠
棟
）
は
伏
見
で
島
津
忠
恒
に
よ
り
誅
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
息
子

忠
真
は
勝
負
を
度
外
視
し
て
本
家
に
対
し
反
旗
を
翻
す
。
い
わ
ゆ
る
庄
内
の
乱
で
あ

る
。
忠
真
は
居
城
都
之
城
を
中
心
に
、
都
城
十
二
外
城
を
構
築
し
、
大
隅
町
で
は
恒

吉
城
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
忠
真
は
、
島
津
氏
の
猛
攻
を
よ
く
凌
い
で
い
た
が
、
徳
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川
家
康
の
仲
介
も
あ
り
、
翌
年
三
月
に
降
伏
し
、
都
城
一
円
は
再
び
北
郷
氏
が
復
帰

す
る
こ
と
と
な
る
。

　

江
戸
時
代（
藩
政
時
代
）、大
隅
町
は
、末
吉
郷
・
恒
吉
郷
・
志
布
志
郷
に
大
別
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
大
隅
町
岩
川
（
五
拾
町
村
・
中
之
内
村
）
は
島
津
氏
の
重
臣
伊
勢
家
の

私
領
と
な
る
が
、末
吉
郷
に
も
所
属
し
て
い
た
。よ
っ
て
伊
勢
家
中（
私
領
の
武
士
）は
、

末
吉
地
頭
の
命
に
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
重
の
支
配
下
に
あ
り
、
か

つ
島
津
直
属
の
末
吉
郷
士
か
ら
は
見
下
さ
れ
る
と
い
う
苦
し
い
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
戊
辰
戦
争
で
は
、
伊
勢
家
臣
団
に
よ
り
「
岩
川
私
領

五
番
隊
」
が
編
成
さ
れ
る
。
私
領
五
番
隊
は
、
山
形
県
庄
内
地
方
の
関
川
の
戦
い
で

の
軍
功
が
認
め
ら
れ
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
九
月
二
十
五
日
、
五
拾
町
村
・
中

之
内
村
の
二
村
を
岩
川
郷
と
し
て
の
独
立
が
認
め
ら
れ
た
。
岩
川
の
隊
士
達
は
、
現

在
の
中
園
・
馬
場
の
地
域
を
麓
（
岩
川
八
幡
神
社
の
麓
に
伊
勢
家
の
仮
屋
を
設
置
）

に
指
定
し
、
鹿
児
島
や
谷
山
・
国
分
・
志
布
志
な
ど
か
ら
仲
間
達
が
集
い
、
居
住
し
た
。

こ
れ
が
岩
川
郷
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
頃
の
岩
川
八
幡
神
社
は
荒
廃
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）、
鳩
嶺
山
瑞
川
寺
（
岩
川
八
幡
神
社
の
別
当
寺
）
の
僧
快
宥
が
石
清
水

八
幡
宮
に
参
詣
し
、
御
神
体
四
面
（
銅
鏡
）
を
持
ち
帰
り
、
同
社
の
復
興
に
尽
力
し

て
お
り
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
『
三
国
名
勝
図
会
』
に
よ
る
と
、
同
社
の

祭
り
と
し
て
大
人
弥
五
郎
の
人
形
行
事
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
の
時
に
は
、
曽
於
市
内
の
各
地
が
戦
場

と
な
り
、
大
隅
町
岩
川
の
官
軍
墓
地
が
そ
の
名
残
を
今
に
伝
え
る
。
同
二
十
一
年

（
一
八
八
八
）
町
村
制
公
布
に
よ
り
、
岩
川
郷
は
岩
川
村
と
改
称
、
従
来
の
村
は
大
字

と
な
っ
た
。

　

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）、
末
吉
村
岩
﨑
に
鎮
座
し
て
い
た
岩
川
八
幡
神
社
は
度
重

な
る
水
害
で
祭
祀
不
便
と
い
う
理
由
か
ら
、
岩
川
村
岩
川
（
現
在
地
で
、
元
は
熊
野

神
社
が
鎮
座
し
て
い
た
）
へ
遷
座
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
か
つ
て
の
神
社
の
隣
で

弥
五
郎
ど
ん
の
着
物
の
製
作
も
、
縫
之
園
集
落
（
現
吉
井
集
落
）
か
ら
、
岩
川
麓
の

馬
場
集
落
及
び
東
馬
場
集
落
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）、
岩
川
村
か
ら
岩
川
町
と
な
り
、
同
時
期
に
国
鉄
志
布

志
線
の
岩
川
駅
も
開
通
し
、
街
も
駅
を
中
心
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
の
町
村
合
併
で
大
隅
町
と
改
称
さ
れ
、大
字
五
拾
町
は
、

大
字
岩
川
と
な
っ
た
。

　

大
隅
町
発
足
後
、
岩
川
は
そ
の
中
心
地
と
な
り
、
国
や
県
・
町
の
機
関
が
集
中
し
、

行
政
機
能
の
出
先
が
昔
か
ら
置
か
れ
、
地
形
的
に
も
宿
場
町
風
の
街
並
み
と
な
っ
て

い
っ
た
。

　

な
お
、
同
町
は
地
元
に
残
る
伝
統
行
事
「
弥
五
郎
ど
ん
」
を
、
町
お
こ
し
の
一
つ
と

し
て
活
用
し
て
い
く
。
道
の
駅
弥
五
郎
伝
説
の
里
の
建
設
及
び
園
内
に
高
さ
十
五
・
八

㍍
の
弥
五
郎
ど
ん
の
巨
大
銅
像
（
当
時
、
人
物
像
と
し
て
は
国
内
一
の
大
き
さ
）
を

設
置
し
、
大
隅
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
種
看
板
や
信
号
機
、
橋

の
欄
干
等
に
反
映
さ
せ
た
り
、
お
菓
子
や
野
菜
、
加
工
品
、
弥
五
郎
面
や
キ
ー
ホ
ル

ダ
ー
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
等
の
数
え
き
れ
な
い
程
の
弥
五
郎
関
連
グ
ッ
ズ
、
子
弥
五
郎
や
孫

弥
五
郎
、や
ご
じ
い
（
ゆ
る
キ
ャ
ラ
）、高
速
道
路
の
曽
於
弥
五
郎
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、

弥
五
郎
大
学
講
座
、
弥
五
郎
サ
ミ
ッ
ト
（
岩
川
小
学
校
と
山
之
口
の
富
吉
小
学
校
と

の
交
流
会
）、
弥
五
郎
塾
、
や
ご
ろ
っ
娘
等
の
各
種
行
事
・
団
体
名
な
ど
様
々
な
場
面

に
「
弥
五
郎
」
の
名
を
冠
す
る
等
、
弥
五
郎
ど
ん
の
町
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
弥
五
郎
ど
ん
は
町
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
全
国
各
地
へ
出
張
し
て
い
る
。
昭
和

四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
は
大
阪
万
博
や
、
大
阪
御
堂
筋
パ
レ
ー
ド
（
平
成
期
に

五
回
出
場
）
や
北
海
道
旭
川
市
等
に
参
加
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
は
ス
ペ
イ

ン
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
の
世
界
巨
人
博
覧
会
に
も
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
五
郎

ど
ん
は
、
国
内
だ
け
で
は
な
く
世
界
に
も
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
る
。
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図２　岩川八幡神社周辺の小字図（旧大隅町の部分のみ表示）

図１　曽於市の位置

● 

岩川八幡神社  

● 

元八幡  

● 

御旅所（大隅中央公民館） 

赤線：往路 

青線：復路 

● 

鹿児島交通駐車場 

（弥五郎どん本体は鹿児島

交通駐車場で折り返す。御神

輿は大隅中央公民館まで） 

図３　岩川八幡神社周辺地図及び浜下り巡行ルート
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第
二
節　

民
俗
の
概
要

　

古
来
よ
り
当
地
域
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
風
俗
・
習
慣
は
様
々
な
も
の
が
あ
る

が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
消
滅
あ
る
い
は
簡
素
化
・
簡
略
化
さ

れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
大
隅
町
内
の
年
中
行
事
の
中
で
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
を

は
じ
め
、
特
に
特
色
あ
る
も
の
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
三
日
鹿
児
島
県
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
）
は
、
毎
年
十
一
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
お
り
、

五
日
は
岩
川
の
豊ほ

祭ぜ

（
ホ
ゼ
・
ホ
ウ
ザ
イ
・
方ほ

祭ぜ

と
も
）
の
日
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
現
在
の
岩
川
八
幡
神
社
の
氏
子
は
、
明
治
初
期
に
建
設
さ
れ
た
岩
川
郷
（
五

拾
町
村
・
中
之
内
村
）
の
範
囲
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
岩
川
町

の
地
図
（
下
図
）
が
参
考
に
な
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
る
。

　

弥
五
郎
ど
ん
祭
り
は
、
一
般
的
に
は
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
た
祭
り
で
、
九
百
年
以
上

の
伝
統
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
県
下
三
大
祭
り
の
一
つ
（
い
つ
頃
か
ら
言
う
よ

う
に
な
っ
た
か
不
明
だ
が
諸
説
あ
り
。
当
地
域
で
は
、
志
布
志
の
お
釈
迦
祭
り
と
隼
人

の
初
午
祭
の
三
つ
と
い
う
が
、
他
地
域
に
行
く
と
、
薩
摩
川
内
大
綱
引
き
や
お
は
ら
祭

り
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
、一
概
に
は
い
え
な
い
）と
さ
れ
て
い
る
。
弥
五
郎
ど
ん
は
、

神
幸
の
先
駆
露
払
い
、
す
な
わ
ち
先
導
者
を
現
し
た
も
の
で
、
身
長
は
一
丈
六
尺
（
四・

八
五
㍍
）
の
竹
籠
製
で
、
二
十
五
反
も
あ
る
梅
染
め
の
着
物
、
腰
に
は
長
さ
一
丈
四
尺

（
四・二
四
㍍
）の
大
刀
、九
尺
四
寸（
二・八
五
㍍
）の
小
刀
を
帯
び
、手
に
一
丈
八
尺（
五・

四
㍍
余
）
の
鉾
（
笏
の
説
も
あ
り
）
を
持
ち
、
風
貌
猛
々
し
い
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
四

年
に
一
度
の
閏
年
に
、
衣
替
え
（
竹
籠
本
体
及
び
着
物
の
更
新
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

三
日
の
午
前
一
時
の
ふ
れ
太
鼓
を
合
図
に
、
同
二
時
頃
か
ら
組
立
て
は
じ
め
、
同
四

時
に
弥
五
郎
ど
ん
起
こ
し
、
同
七
時
頃
に
完
成
す
る
。
午
前
十
時
頃
に
神
事
（
昔
は
本

殿
祭
と
い
っ
た
）
や
弥
五
郎
太
鼓
奉
納
が
行
わ
れ
、
午
後
一
時
か
ら
浜
下
り
が
行
わ
れ

岩川町之図（昭和９年）
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る
。
浜
下
り
で
は
、
弥
五
郎
ど
ん
は
御
神
体
（
神
輿
）
の
先
払
い
を
務
め
、
市
内
を
巡

行
し
地
域
内
を
清
め
る
。
御
旅
所
と
な
る
大
隅
中
央
公
民
館
で
の
神
事
を
経
て
、
午
後

三
時
半
時
過
ぎ
に
再
び
神
社
に
戻
る
。
こ
の
日
は
武
道
大
会
や
出
店
、
ミ
ス
タ
ー
弥
五

郎
や
踊
り
連
等
に
よ
る
市
中
パ
レ
ー
ド
も
あ
り
、
多
い
と
き
に
は
約
十
万
人
も
の
人
出

で
賑
わ
う
。

　

弥
五
郎
ど
ん
が
何
者
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
説
が
あ
り
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

大
き
く
二
つ
の
説
に
大
別
さ
れ
、
朝
廷
に
反
抗
し
た
隼
人
族
の
首
領
と
も
、
朝
廷
側

の
武た
け
う
ち
の
す
く
ね

内
宿
禰
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
武
内
宿
禰
は
、
仲
哀
天
皇
・
神
宮
皇
后
・
応
神
天

皇
と
と
も
に
岩
川
八
幡
神
社
の
祭
神
の
一
人
で
、
岩
川
八
幡
神
社
で
は
、
天
皇
家
に
仕

え
た
武
内
宿
禰
が
先
導
を
務
め
て
い
る
と
の
説
を
採
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
隼
人
の
反
乱
の
時
、
大
隅
国
司
陽や

こ
の
ま
ろ

侯
麻
呂
が
殺
害

さ
れ
る
が
、
こ
の
時
の
首
領
が
大
人
弥
五
郎
と
呼
ば
れ
る
人
物
だ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
隼
人
の
戦
死
者
が
あ
ま
り
に
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
慰

霊
の
た
め
の
放
生
会
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
岩
川
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
の
起
源
と
も

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
五
郎
」
＝
「
御
霊
」
と
し
、
数
多
の
隼
人
族
の
霊
そ
の

も
の
が
、
弥
五
郎
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。

　

ま
た
、
祭
り
自
体
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
不
明
な
点
が

多
く
、
江
戸
時
代
以
前
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。

　

記
録
と
し
て
は
っ
き
り
登
場
す
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

に
白
尾
国
柱
が
編
纂
し
た
『
麑げ

い

藩は
ん

名め
い

勝し
ょ
う

考こ
う

』
で
、
大
人
弥
五
郎
の
人
形
の
記
述
が
見
受

け
ら
れ
る
。
ま
た
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
『
五
拾
町
村
・
中
之
内
村
山
野
見
懸

日
帳
（
山
口
文
書
）』
に
は
「
十
月
五
日　

今
日
、祭
礼
に
て
、見
懸
方
休
み
」
と
あ
り
、

弥
五
郎
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
の
記
述
と
思
わ
れ
る
。

　

弥
五
郎
ど
ん
の
姿
が
映
る
写
真
と
し
て
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
正
十
三

年（
一
九
二
四
）の
さ
わ
写
真
館
所
蔵（
一
九
二
ペ
ー
ジ
参
照
）の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

同
五
年
（
一
九
一
六
）
十
一
月
五
日
付
け
の
鹿
児
島
新
聞
社
の
記
事
に
は
、
同
館
が
撮

影
し
た
弥
五
郎
ど
ん
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
は
、
弥
五
郎
ど
ん
の
姿
が
記
録

さ
れ
た
最
も
古
い
写
真
（
左
図
）
と
な
る
。

　

弥
五
郎
ど
ん
祭
り
は
、
江
戸
時
代
は
旧
暦
十
月
五
日
の
開
催
で
あ
っ
た
が
、
大
正
時

代
に
は
十
一
月
五
日
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
変
更
し
た
か
は
、
記
録
で
は
確
認
出
来
な

い
が
、
西
南
戦
争
終
結
後
に
変
更
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
。
祭
り
は
、
基
本
的
に
は
毎

年
開
催
し
て
い
る
と
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
終
戦
時
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
終
戦
後
、
米

軍
の
政
策
に
よ
り
、腰
に
刀
を
差
し
て
い
な
い
時（
昭
和
二
十
一
～
二
十
五
）も
あ
っ
た
。

昭
和
以
降
の
記
録
上
、
祭
り
が
中
止
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
天
皇
の
御
病
気
に
配
慮
し

て
の
昭
和
六
十
三
年（
一
九
八
八
）と
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
令
和
二・

三
年
の
合
計
三
回
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
巡
行
自
体
は
中
止
し
て
い
る
が
、
弥

五
郎
本
体
の
組
立
（
衣
替
え
の
年
は
製
作
も
含
む
）
及
び
神
事
だ
け
は
欠
か
さ
ず
実
施

し
て
い
る
。

　

昭
和
初
期
、
祭
り
は
地
元
が
馬
場
・
中
園
青
年
団
の
後
援
の
も
と
開
催
し
て
い
た
が
、

戦
後
ま
も
な
く
馬
場
の
氏
子
青
年
団
が
主
体
と
な
り
、
同
二
十
八
年
に
岩
川
町
商
工
会

（
任
意
組
合
）
が
発
足
し
、
祭
り
の
協
賛
行
事
を
仕
切
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
岩

最古の弥五郎どん写真
（澤写真館撮影・大正５年 11 月５日付

鹿児島新聞より転載）
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川
駅
近
く
に
浜
下
り
の
御
旅
所
（
こ
れ
ま
で
岩
川
小
学
校
校
庭
が
御
旅
所
）
が
設
置
さ

れ
、岩
川
駅
周
辺
か
ら
神
社
ま
で
は
、商
店
や
露
天
商
が
開
か
れ
賑
や
か
と
な
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
六
日
に
武
道
大
会
や
、
素
人
相
撲
大
会
、
の
ど
自
慢
、
郷
土
舞
踊
等
も
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、祭
り
の
規
模
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
規
模
拡
大
に
伴
い
、麓（
馬

場
・
森
園
集
落
）
青
壮
年
会
へ
拡
大
し
、
大
隅
町
商
工
会
と
共
同
で
開
催
し
て
い
た
が
、

同
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
か
ら
大
隅
町
商
工
会
青
年
部
に
祭
り
の
母
体
が
引
き
継
が

れ
、
現
在
へ
と
至
る
組
織
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
発
足
時
期
は
不
明
だ
が
、
大

隅
町
商
工
会
内
部
に
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
奉
賛
会
が
設
置
（
当
時
の
祭
り
実
行
委
員
長

は
、
商
工
会
の
事
業
部
長
が
兼
ね
て
い
た
）
さ
れ
、
や
が
て
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
保
存
会

へ
と
名
称
を
変
え
、
平
成
二
十
二
年
か
ら
は
現
在
の
弥
五
郎
ど
ん
保
存
会
及
び
そ
れ
を

実
際
に
運
営
す
る
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
実
行
委
員
会
へ
と
変
遷
し
て
い
る
。

　

商
工
会
は
、
祭
り
の
更
な
る
発
展
を
期
待
し
て
神
社
側
と
の
協
議
を
重
ね
、
昭
和

四
十
八
年（
一
九
七
三
）か
ら
十
一
月
三
日（
文
化
の
日
）～
五
日
の
開
催
に
変
更
さ
れ
、

現
在
の
祭
り
の
形
態
の
下
地
が
出
来
上
が
っ
た
。
三
日
に
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
の
メ
ー
ン

イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
浜
下
り
、
五
日
に
例
大
祭
（
秋
祭
り
）
を
執
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
現
在
の
よ
う
に
定
着
す
る
ま
で
は
、
細
か
い
変
化
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
日
は

組
立
の
み
で
、四
日
に
浜
下
り
を
実
施
し
た
り
、三
日
の
浜
下
り
後
、御
旅
所
に
宿
泊
し
、

四
日
に
弥
五
郎
ど
ん
と
一
緒
に
市
中
パ
レ
ー
ド
を
実
施
し
た
り
し
て
い
る
。
浜
下
り
の

開
始
時
間
も
、
午
前
十
時
や
午
後
一
時
か
ら
開
始
す
る
等
の
変
化
が
あ
る
が
、
弥
五
郎

ど
ん
が
先
導
を
務
め
、
宮み

や

仕だ
ち

と
呼
ば
れ
る
人
達
が
、
威
儀
物
及
び
御
神
体
を
取
り
扱
う

と
い
う
基
本
的
な
形
式
は
変
わ
ら
な
い
。
ふ
れ
太
鼓
に
し
て
も
、
昭
和
五
十
～
六
十
年

代
は
子
ど
も
達
も
真
夜
中
か
ら
参
加
し
て
い
た
時
も
あ
っ
た
。
筆
者
は
岩
川
出
身
で
あ

る
が
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
当
日
の
夜
だ
け
は
、
子
ど
も
達
同
士
で
の
行
動
も
可
で
あ
り
、

特
別
な
夜
と
し
て
浮
き
浮
き
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）

に
は
、
祭
り
の
巡
行
コ
ー
ス
上
に
岩
川
高
架
橋
（
国
道
二
六
九
号
線
の
バ
イ
パ
ス
道
路
）

が
完
成
。
高
架
橋
に
弥
五
郎
ど
ん
の
頭
部
が
当
た
る
事
態
と
な
っ
た
が
、
本
体
を
斜
め

に
倒
し
て
通
過
、そ
の
様
子
を
当
時
は
「
リ
ン
ボ
ー
ダ
ン
ス
」、今
は
「
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
」

と
称
し
、
現
在
で
は
浜
下
り
と
同
じ
く
ら
い
拍
手
喝
采
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
事
例

も
あ
る
が
、
原
則
、
祭
り
の
本
質
は
変
え
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
そ
の
時
代
時
代
の

状
況
に
応
じ
て
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
祭
り
の
形
態
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
岩
川
駅
を
中
心
と
し
た
街
の
発
展
や
、
商
工
会
が
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
武
道
大
会
や
芸
能
文
化
の
種
目
数
も
徐
々
に
増
加
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
人
も
増

加
し
、
祭
り
の
規
模
も
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　

　

平
成
十
二
年（
二
〇
〇
〇
）か
ら
は
、ほ
ぼ
現
在
の
行
程（
表
１
）で
固
定
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
か
ら
、
前
日
に
は
「
ど
ん
ド
ン
祭
り
」
と
称
し
て
前

夜
祭
も
行
わ
れ
て
い
る
。

表１　近年の祭りの流れ

11 月３日の弥五郎どん祭りの流れ（令和４年）

午前１時～　　ふれ太鼓（神事）
　　　　　　　　「弥五郎どんが起きっど～」とふれて回る。
午前１時半頃　起こし太鼓（神事）
　　　　　　　　神事後、社殿の中で弥五郎どんの組立てを行う。
　　　　　　　　竹製。
午前４時～　　弥五郎どん起こし

台車に載せ皆で引っ張って起こす。これに参加す
ると身体が強壮になり、運気益々めでたくなると
言う。

午前７時頃　　完成
袴をはかせ、腰にさらしを幾重にも巻き、大小の
刀や小道具を備える。
完成後、弥五郎太鼓の奉納あり。

午前９時半～　神幸祭（巫女舞含む）
　　　　　　　　神事後に弥五郎太鼓の奉納あり
午後１時～　　浜下り

祭りのメインイベント。子供たちの手によって町
内を練り歩く。

午後２時頃　　御旅所（大隅中央公民館）
御神輿の休憩所。神事（巫女舞含む）を行う。

午後３時半頃　八幡神社へ
御旅所後、一旦、旧岩川小校庭へ行った後、神社へ。
４日・５日は弥五郎どんは境内にて鎮座。

　　　　　　※ 11 月５日は 10 時から例大祭（ホゼ祭り）
　　　　　　　　　　　　　15 時から弥五郎どんを解体

42



　

な
お
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
鹿
児
島
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
で
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き

無
形
の
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
岩
川
の
他
に
も
弥
五
郎
の
名
を
冠
し
た
大
人
人
形
行
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

都
城
市
山
之
口
町
に
あ
る
的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん
と
、
日
南
市
飫
肥
の
田
ノ

上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様
で
あ
る
。
的
野
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん
は
、
身
長
四
㍍
、

顔
は
赤
く
、
黒
髭
を
た
く
わ
え
、
麻
布
の
着
物
に
、
大
小
の
刀
を
差
し
、
頭
部
に
鉾

を
付
け
て
い
る
。
祭
り
は
、
岩
川
と
同
じ
で
毎
年
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様
は
、
稲い

な

積づ
み

弥
五
郎
と
も
呼
ば
れ
、
身
長
七
㍍
、
山
伏

の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
。
巨
大
な
た
め
、
現
在
は
引
く
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
毎

年
十
一
月
中
旬
の
御
神
幸
の
際
に
、
そ
の
姿
を
現
す
。
ま
た
他
に
湧
水
町
の
勝か

ち

栗ぐ
り

神

社
に
は
弥
五
郎
面
が
あ
り
、面
の
裏
に
は
大
和
朝
廷
に
関
す
る
墨
書
が
あ
る
。そ
の
他
、

日
置
市
日
吉
町
に
大で

王お

殿ど
ん

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
弥
五
郎
ど
ん
の
同
系
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
民
俗
行
事
と
し
て
、
大
隅
町
内
各
地
で
は
、
毎
年
正
月
七
日
の
夕
方
に
、

鬼
火
焚
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
悪
魔
を
追
い
払
い
家
を
守
っ
て
く
れ
る
鬼
を
迎
え
る

行
事
と
い
わ
れ
、
大
隅
町
の
岩
川
・
笠
木
・
梶か

じ

ケが

野の

・
柳や

な

井い

谷だ
に

で
は
、「
お
ね
っ
こ
」、

恒
吉
で
は
「
お
ね
っ
こ
た
っ
」
と
も
呼
ば
れ
、
生
竹
を
中
心
に
し
て
、
周
囲
に
薪
を

積
ん
だ
り
し
て
火
を
焚
く
行
事
で
あ
る
が
、
後
世
、
鬼
を
追
い
払
う
意
に
変
化
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
高
齢
化
に
よ
り
数
の
減
少
は
あ
る
が
、
現
在
も
正
月
七
日
前

後
に
、
各
地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

正
月
十
四
日
に
は
、「
も
ぐ
ら
う
っ
（
も
ぐ
ら
も
っ
）」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
竹
竿

の
先
に
藁わ

ら

苞つ
と

を
結
び
付
け
、
子
ど
も
達
が
地
面
を
叩
き
な
が
ら
各
戸
を
廻
り
、
も
ぐ

ら
が
農
作
物
を
荒
ら
さ
な
い
よ
う
に
豊
作
を
祈
願
す
る
小
正
月
行
事
で
あ
る
。
現
在

市
内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
末
吉
町
南
之
郷
の
久
保
集
落
の
み
で
あ
る
が
、
か

つ
て
は
、
笠
木
・
柳
井
谷
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　

正
・
五
・
九
月
の
十
六
日
は
、山ヤ

マ

ン
神カ

ン

祭
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、山
地
の
農
民
の
講
で
、

こ
の
日
は
山
の
仕
事
を
し
な
い
で
休
む
日
で
あ
り
、
山
に
行
く
と
怪
我
を
す
る
と
い

う
。
炭
火
焼
、
木こ

挽び
き

き
、
大
工
な
ど
職
場
集
団
で
は
、
親
方
の
家
に
集
ま
り
、
山
の

神
に
酒
を
あ
げ
て
宴
に
入
る
。
現
在
も
山
に
関
係
す
る
仕
事
に
携
わ
る
者
は
、
山
ノ

神
祭
り
と
称
し
て
、
共
に
飲
食
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
町
内
の
六
割
は
山
で
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
市
内
各
地
に
、
山
の
神
と
し
て
石
祠
や
大
木
、
自
然
石
が
祀
ら
れ

て
い
る
。

　

田
植
え
の
時
期
に
は
「
さ
の
ぼ
い
」
が
行
わ
れ
る
。
昔
は
、
各
集
落
で
期
日
を
定

め
て
い
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
の
日
は
、
皆
仕
事
を
休
ん
で
、
各
家
で
だ
ん
ご

を
作
っ
た
り
焼
酎
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
た
。
皆
で
集
ま
っ
て
飲
み
食
い
を
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
今
は
聞
か
な
い
が
、
昔
は
粟
植
え
さ
の
ぼ
い
も
よ
く
行
わ
れ
て

い
た
。
梶
ケ
野
で
は
、
二
才
衆
が
皆
揃
っ
て
、
豊
作
を
祈
願
す
る
た
め
岩
川
八
幡
神

社
に
参
詣
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
家
族
の
数
に
人
間
一
人
に
五
円
く
ら
い
掛
け
、
牛

馬
各
頭
に
も
い
く
ら
か
お
金
を
か
け
て
、
御
賽
銭
や
飲
み
代
に
し
た
り
し
て
い
た
。

　

七
夕
は
旧
暦
に
倣な

ら

っ
て
、
八
月
七
日
に
行
わ
れ
る
。
竿
竹
を
作
る
慣
わ
し
が
あ
り
、

家
族
一
人
に
一
本
ず
つ
作
っ
た
。
墓
の
花
立
も
新
し
い
竹
で
作
り
、
墓
石
の
苔
を
落

と
し
た
り
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
行
事
は
六
日
ま
で
に
済
ま
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

現
在
の
七
夕
は
、
こ
う
し
た
風
習
も
ほ
ぼ
無
く
な
り
、
一
般
的
な
竹
に
短
冊
を
吊
り

下
げ
、
願
い
事
を
祈
願
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
多
い
。

　

昔
は
、
七
夕
を
起
源
と
し
、
お
盆
に
お
せ
ろ
さ
あ
（
精
霊
さ
ま
）
を
迎
え
る
。
七

日
に
あ
の
世
に
旅
立
っ
て
、十
三
日
の
夕
方
、墓
地
を
経
て
家
に
到
着
さ
れ
る
と
い
い
、

当
日
は
家
の
門
口
で
迎
え
火
を
行
う
。
し
か
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
末
吉
町
二
之

方
の
新
地
集
落
の
よ
う
に
七
日
か
ら
迎
え
火
を
行
う
と
こ
ろ
や
、
梶
ケ
野
の
よ
う
に

迎
え
火
を
行
わ
な
い
集
落
も
あ
る
。

43



　

旧
暦
八
月
十
五
日
は
十
五
夜
で
あ
る
。
庭
に
臼
を
出
し
て
箕
を
の
せ
、
萩
や
ス
ス

キ
や
粟
の
枝
な
ど
を
花
瓶
に
さ
し
て
、
里
芋
や
団
子
も
供
え
る
。
ま
た
、
十
五
夜
で

は
綱
引
き
や
相
撲
も
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
。
綱
引
き
は
、
か
ず
ら
を
芯
に
し
て
、

各
家
で
持
ち
寄
っ
た
藁
で
、
綱
を
練
り
上
げ
て
行
っ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

綱
引
き
の
終
わ
っ
た
藁
は
持
ち
帰
っ
た
り
、
相
撲
の
土
俵
に
使
用
し
た
り
し
て
い
た
。

十
五
夜
の
綱
は
水
神
の
竜
で
あ
り
、
竜
神
の
お
陰
で
水
も
豊
富
に
あ
り
、
豊
作
と
な
っ

た
の
で
、
竜
神
に
感
謝
し
、
こ
れ
を
送
る
行
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
綱
引
き
に
転

化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
綱
を
作
り
終
え
て
、
と
ぐ
ろ

を
巻
い
た
よ
う
に
積
み
上
げ
祀
る
時
、
末
吉
町
の
光
神
で
は
、
子
ど
も
達
が
綱
の
先

端
に
茄
子
な
ど
の
野
菜
で
竜
の
眼
を
付
け
て
や
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昔
は
、
各
集
落
単
位
で
十
五
夜
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
年
代
は
、
筆

者
が
住
ん
で
い
た
上
諏
訪
集
落
で
も
、
個
人
宅
敷
地
内
に
土
俵
が
築
か
れ
相
撲
や
綱

引
き
が
実
施
さ
れ
大
層
賑
わ
っ
て
い
た
が
、
令
和
の
現
在
、
集
落
単
位
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
地
区
（
校
区
）
単
位
で
み
て
も
、
十
五
夜
に
綱
引
き
や
相
撲
大
会
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
聞
か
な
く
な
っ
た
。

　

豊
祭
は
、
昔
は
「
方
祭
（
ホ
ゼ
・
ホ
ウ
ザ
イ
）」
と
も
表
記
さ
れ
る
。
昭
和
期
の
澤

實
一
日
記
（
二
〇
八
ペ
ー
ジ
）
や
大
隅
町
誌
（
昭
和
四
十
四
年
刊
）
等
に
「
方
祭
」

と
い
う
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
現
在
は
ほ
ぼ
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
元
々
は
、

方ほ
う

限ぎ
り

（
薩
摩
藩
独
自
の
地
域
区
割
）
単
位
で
の
祭
り
を
意
味
し
て
い
る
と
か
、
放ほ

う

生じ
ょ
う

会え

が
な
ま
っ
て
ホ
ゼ
に
な
っ
た
と
も
い
う
。
放
生
会
は
捕
ら
え
ら
れ
た
生
物
を
放
つ

行
事
で
、
農
作
業
で
殺
し
た
生
物
た
ち
を
、
収
穫
の
終
わ
る
の
を
待
っ
て
供
養
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

恒
吉
は
新
暦
十
月
十
五
日
に
投
谷
八
幡
宮
の
秋
祭
り
に
豊
祭
（
王
子
神
幸
祭
）
を

行
う
。
月
野
は
、
十
一
月
三
日
の
太
田
神
社
秋
祭
り
が
豊
祭
、
岩
川
は
十
一
月
五
日

が
豊
祭
で
あ
る
。
岩
川
で
は
昔
は
「
じ
ゅ
が
っ
い
っ
か
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
旧
暦

十
月
五
日
を
そ
の
ま
ま
新
暦
に
持
っ
て
く
る
と
収
穫
期
よ
り
早
い
の
で
、
十
一
月
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
坂
元
の
蹲
踞
神
社
は
、
十
月
十
九
日
に
豊
祭
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
、
十
一
月
三
日
と
な
り
、
町
村
合
併
後
は
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に
合
わ
せ
て

十
一
月
五
日
と
な
っ
た
。

　

豊
祭
に
は
、
甘
酒
と
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
作
る
。
甘
酒
は
、
昔
は
餅
米
を
飯
に
炊
い
て

麹
を
入
れ
、
長
い
時
間
ま
ぜ
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
長
持
ち

さ
せ
る
た
め
、
餅
に
搗
い
て
麹
と
つ
き
ま
ぜ
る
方
法
に
な
っ
た
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
は
、

庭
の
畑
や
茶
園
の
下
で
育
て
た
コ
ン
ニ
ャ
ク
芋
を
「
た
か
お
ろ
し
」
で
す
り
お
ろ
し

た
の
を
適
当
の
大
き
さ
に
平
た
く
丸
め
た
り
、
型
に
は
め
角
に
し
た
り
し
て
灰
汁
の

中
で
煮
て
作
っ
た
。

　

豊
祭
の
日
は
、
親
戚
の
家
に
行
く
も
の
で
あ
る
が
、「
ホ
ゼ
イ
ト
コ
」
と
言
っ
て
、

知
人
の
家
な
ど
遠
慮
な
く
上
が
り
込
ん
で
御
馳
走
に
な
り
、「
マ
ン
カ
ン
飯
（
赤
飯
）」

と
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
竹
の
皮
で
包
ん
だ
土
産
を
貰
っ
て
帰
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

他
に
も
、
信
仰
上
の
目
的
達
成
の
た
め
、
集
ま
っ
て
作
る
集
団
を
講
と
い
う
が
、

日
待
ち
講
・
月
待
ち
講
・
庚
申
講
・
観
音
講
・
伊
勢
講
・
霧
島
講
な
ど
様
々
な
講
が

年
中
行
事
と
し
て
市
内
各
地
に
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
年
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高

齢
化
・
少
子
化
等
の
理
由
で
、
解
散
や
自
然
消
滅
し
て
い
る
。
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